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１月２３日(金)に、新春経営者懇談会を揖斐川丘

苑で開催しました。今年は６１名（内来賓１０名）

が参加し、地域経済や産業の現状と展望について活

発な意見交換が行われ、現代ビジネスの変化に対応

するための取り組みや工夫、方針等について各自の

経験や知見を共有することができました。 

ご出席いただきました皆様に心より御礼申し上げますとともに、今後も揖斐川町商工会

では、会員事業所の皆様と役職員が一丸となり、関係機関と連携しながら、地域経済の発

展と持続可能な地域づくりに向けて取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。 
 

 

☆確定申告個別指導 
 

先般、「令和７年分 決算及び所得税・消費税確定申告個別指導」に関するご案内を致し

ました。 

会員の皆様の待ち時間を減らし効率的に運営をするため、２月１６日～３月４日
の期間は完全予約制とさせていただきます。 

すでに、多くの予約を頂いており、残りの予約枠が少なくなっております。

お早めにお電話等で予約をお願い致します。 
※３月５日～３月１６日の期間は受付順で対応致します。 

 

１．期  間  令和８年２月１６日(月)～３月４日(水) 

２．予約時間  以下の時間帯で予約が可能です。 

            ・午前の部 ①10：00～12:00 

・午後の部 ②13：00～15:00 ③15：00～17:00 

３．場  所  揖斐川町商工会館１階大研修室 

４．予約方法  電話等でご連絡願います。 

５．そ の 他  予約は受付順とさせて頂きます。 

希望日時の予約が出来ない場合がありますので、ご了承願います。 

商工会だより

税務 

新春経営者懇談会 
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☆図書寄贈式 
 

１月２６日（月）、商工会女性部揖斐川支部では、今年度「元気が出る」をテーマに、親

子で一緒に楽しみながら学んでいただける本１８冊を寄贈しました。 

この取り組みは、２０１６年（平成２８年）から、チャリティーバザーの収益金の一部

を活用し、揖斐川町の子どもたちへ児童向けの本をお届けしているものです。 

寄贈した本は、揖斐川図書館の専用コーナーで借りることができ、親子で楽しい時間を

過ごしていただければと願っています。これからも地域の子育てを応援しながら、子ども

たちの成長や学びに少しでもお役に立てるよう、継続して取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

昨今、物価上昇、エネルギー・原油価格の高騰、税負担の増加などにより、小規模事業
者を取り巻く環境は厳しさを増しています。借入の申込、資金繰りの相談、返済条件の見
直しの相談などを承ります。まずはお気軽にご連絡ください。 

 

相談で対応できること 

・普通貸付、マル経融資の申込支援 

・運転資金や設備資金の相談、資金繰り改善の提案 

 ・返済条件の変更等 

予約について 

時間調整や準備のため、相談をご希望の方は事前に商工会へご連絡ください。 
 

制度名 利率 貸付限度額 貸付期間 説明

普通貸付

基準 

3.20%～4.70% 

(決算を２期終えている方) 

3.10%～4.60% 

(決算を２期終えていない方) 

4,800万円

 

運転資金 ５年以内 

(特に必要な場合７

年以内) 

 

設備資金１０年以内 

担保を不要とする

融資 

 

 

 

基準 

2.20%～4.30% 

担保を提供する 

融資

マル経融資 

(小規模事業

者経営改善

資金)

2.30% 2,000万円
運転資金 ７年以内 

設備資金１０年以内 

保証人、担保は不要 

(商工会の金融審査

会の推薦が必要で

す) 

※上記は本誌を作成中の令和８年 1月時点の情報であり、変動する場合があります。 

女性部揖斐川支部 

金融 
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☆プレミアム商品券加盟店の皆様へ 
 

「令和７年度 揖斐川町プレミアム商品券」の取り扱いについては下記のとおりとなって

います。特に、換金期限についてご注意ください！ 
 

顧客による商品券使用の有効期限 加盟店による金融機関への換金期限

令和８年１月３１日(土)   令和８年２月１３日（金） 
換金期限後は換金することができません！ 

 
 

☆理事会承認事項の報告 

 

会員事業者におかれましては、揖斐川町商工会の「地域振興事業（お祭り・イベント行

事）」活動に賛同・協力を頂き、誠にありがとうございます。 

 令和７年１２月１５日に開催しました、「令和７年度 第３回 揖斐川町商工会理事会」で、

下記の議案が可決されました。 
 

１．イベント(いびがわの祭り・産業フェスティバル)への出店資格基準について、当該イ

ベント開催年の４月１日現在で当商工会の会員であること、又は４月１日までに会員

の申し込みをした者であることを出店の条件とする。 
 

２．令和８年４月１日以降のイベントから適用する。 
  
この出店資格基準の新設は、出店希望者への公平性を保ちつつ、イベント全体の質を向

上させながら、地域経済の活性化に繋げていくことを目的としていますので、ご理解ご協

力の程、よろしくお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品券 

イベント出店について 

共済 
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